
２００６年テーザースプリングレガッタ レース公示 

 

１．主催 日本テーザー協会 

２．後援 Tasar葉山フリート（デラマンチャヨットクラブ、ソニーセーリングクラブ 他）、 

          日本ファイヤーボール協会 

３．協力 葉山町港湾管理事務所 

４．開催場所 葉山新港（レース海面） 

５．開催期日 ２００６年４月２９、３０日 

６．日 程 

  ４月２９日（土）  8:00～9:00 受付、ハル重量計測 

            9:00～ 開会式・艇長会議 

           10:30  第1レーススタート予告信号 

                引き続き第2、第3レースを実施 

           18:00～ パーティー（会場 堀内会館 予定 ） 

  ４月３０日（日） 8:00～8:30  ハル重量計測 

     9:30～ 第4レーススタート予告信号 

                引き続き第5、第6レースを実施 

           16:00～ 閉会式・表彰式 

 

７．適用規則 

- ２００５－２００８年国際セーリング競技規則、日本セーリング連盟規定、テーザークラス

ルール及び帆走指示書を適用する。 

- JSAF環境キャンペーンの趣旨に則り、陸上、洋上にかかわらず、レース参加艇からのごみ投

棄を禁ずる。 

- テーザークラスルール2006/01/03に基づき、マイラーセールの使用を認める。 

- テーザークラスルールC.6を適用しない。 

８．ハル重量計測 

 本レースにおいてレース委員会は会期中にハル重量の計測、バラストの確認を行うことがある。 

選手は、下記日時に大会本部前にて、艇のハル重量を確認することが出来る。レース委員会側で

過去のハル計測データを所持していない艇については下記時間帯でのハル重量計測を要求する

ことがある。 

                        ４月２９日（土） 8:00～9:00   

                        ４月３０日（日） 8:00～8:30   

９．責任の所在 

本大会の主催者、関係団体及びレース委員会は、人員及び物件に対するいかなる責任も負わな

い。また、スタートするか、あるいはレースを継続するかどうかを決める責任は各艇にある。 



１０．参加資格 

 次の(1) (2)の要件を全て満たすこと。 

(1) 乗員のうち少なくとも1名が２００６年度の、テーザー協会 会員であること。 

 (2) 指定された期日までに決められた方法で参加申し込みをすること。 

  ※ 年度初めのレースのため、会場での受付は混雑が予想されます。事前に日本テーザー協会 

     への登録・振込みを済ませていただくようご協力お願いします。登録に関しては、協会公 

     式ホームページ( http://tasarjapan.org/ )をご参照ください。 

       当日、参加資格を満たしていない方は、参加資格を満たした後に、エントリー受付とな 

     りますので、ご注意ください。 

 

１１．帆走指示書の交付 

葉山港に設置される大会本部にて受付時に交付される。 

 

１２．帆走すべきコース 

内角が60°の「風上-風下-トライアングルコース」を用いる。回航方法等は帆走指示書で示す。 

 

１３．参加申込 

(1) エントリー期限 

  ４月１９日（水）とし、レイトエントリーを４月２９日（土）９：００まで受付けする。 

(2) 参加料 

  受付時に徴収する。 

４月１９日（水）までにエントリーをした艇： 1艇  9,000円 

４月２９日（土）までにエントリーをした艇： 1艇 10,000円 

 （パーティーに出席する場合、その料金2人分は無料、3人目から＋2,000円／人とする。） 

(3) 艇の持ち込み料 

 艇を持ち込む場合には、所定の施設利用料を受付時に徴収する。 

 (4) 参加申込先 

   下記申込み先に次のいずれかの方法で申し込む。 

・ 協会公式ホームページ( http://tasarjapan.org/ )よりオンラインエントリー 

・ 申込用紙の内容をE-mail ( hayama@tasarjapan.org ) 

・ 申込用紙に必要事項を記入の上、下記申込み先にＦＡＸ 

(申し込み用紙は協会公式ホームページ( http://tasarjapan.org/ )より 

 入手下さい) 

      本吉 譲治    Tel & Fax : 046-894-8800 

 

 



１４．レース及び得点方法 

(1) 本大会は1レース以上行われれば成立とする。 

(2) シリーズでは規則付則Aに規定された低得点方式を用いて得点を記録する。 

    ただし、実施されたレースが５レース未満の場合には最も悪い点は除外しない。 

    これは、規則付則A2を変更するものである。 

 

１５．セール番号 

チャーターボート等については、規則付則G3により、艇の登録番号と同一でないセール番号 

（ただし、他の参加艇のセール番号と重複しないもの）の使用を認める。 

 

１６．賞 

 総合1～３位に賞を授与する。主催者はこれ以外の賞を設ける場合がある。 


